
●令和5年度出雲市幼稚園・認定こども園（幼稚園利用）保育料

第1階層

第4階層

第5階層

★4～8月分の市階層は、令和5年度の課税状況[課税対象：令和4年1月～12月の収入等]で決定されます。

★9月分以降の市階層は、令和6年度の課税状況[課税対象：令和5年1月～12月の収入等]で決定されます。

　です。

　認定こども園（幼稚園利用）は各園にお問い合わせください。

令和6年度の保育料については令和6年４月以降にホームページに掲載します。

市階層区分
保育料

第１子 第２子 第３子以降

第3階層
市町村民税所得割課税額77,100円以下

 ひとり親世帯・在宅障がい者世帯等

生活保護世帯

第2階層
市町村民税所得割非課税世帯

 ひとり親世帯・在宅障がい者世帯等

【表面】　「教育・保育給付認定」の申請に当たって　「個人番号（マイナンバー）」の届出に当たって

　子ども」は免除されます。（免除対象者網掛け）※新たな手続は必要ありません。

★給食費（主食費・副食費）、諸費が必要です。

お問い合わせ先　　出雲市役所　保育幼稚園課（入園係）　TEL：0853-21-6964　 FAX：0853-21-6413

保育料無料
副食費免除

（主食費は利用者負担）

保育料無料
（主食費・副食費は

利用者負担）

　公立幼稚園は月額４,２００円程度（令和５年度）⇒令和６年度の給食費は入園後改めてお知らせします。

★副食費については、「年収３６０万円未満相当世帯の子ども」及び「同一世帯又は同一生計の３人目以降の

★保護者（父母）の収入合計が１２０万円未満（児童手当等の非課税収入を含む）で祖父母等と同居されて

　いる場合には、‟家計の主宰者” とみなした方の課税状況を考慮して算定する場合があります。

★市町村民税所得割課税額は、住宅借入金特別控除・配当控除など（調整控除は除く）の税額控除前の税額

市町村民税所得割課税額211,200円以下

市町村民税所得割課税額211,201円以上

裏面


